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第１章 東広島市の環境施策の概要 

第１節 東広島市環境基本計画および環境白書の位置付け 

（１）はじめに 

東広島市の環境（環境白書）≪環境に関する年次報告≫は、東広島市環境基本条例に基づき、市内の

環境の状況や市が取り組む環境保全に関する施策等について取りまとめた年次報告書に位置付けられ

るものです。2022 年（令和４年）版では、第１次東広島市環境基本計画の取組み状況について、過

去 10 年間の総括評価として、取りまとめています。 

 

（２）東広島市環境基本計画の位置付け 

本市では、平成 24(2012)年３月に、環境の保全及び創出に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、環境の保全及び創出に関する基本的な方針を示すマスタープランとして、東広島市環境基本計

画（以下、第１次東広島市環境基本計画）を策定し、10年間、各種環境施策を実施してきました。 

 現在、第１次東広島市環境基本計画の計画期間の満了に伴い、令和４年度より第２次東広島市環境基本

計画として改訂を行いました。この計画は、持続可能な社会の実現に向け、持続可能な開発目標（SDGｓ）

の考え方を取り入れ、脱炭素社会の形成や、AI/IoT 等デジタル技術の発達など、近年の社会的動向を踏ま

えたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 国  〕 環境基本法 環境基本計画 

広島県環境基本条例 広島県環境基本計画 〔広 島 県〕 

〔東広島市〕 

東広島市環境基本条例 東広島市環境基本計画 
 

第１次計画 平成24-令和3年度 

第２次計画 令和4-令和13年度 

 

環境関連実行計画 
環境の保全・活用・創出を 

目的とする計画 

・東広島市地球温暖化対策実行計画 
 （区域施策編） 
・一般廃棄物処理基本計画 など 

第５次総合計画 

環境面での 

計画の実現 
計画の実現 

関連計画 
環境の保全・活用・創出 

に関する事項と関連する計画 

・東広島市都市計画マスタープラン 
 など 

連携 

基本理念を実現 
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（３）東広島市の環境（環境白書）≪環境に関する年次報告≫の位置付け 

 環境白書は、東広島市環境基本計画に基づく市・市民・事業者の取組みについて、設定した評価項目

により点検・評価したものを取りまとめたものです。 

 これまで、東広島市の環境（環境白書）と、その別冊として東広島市の環境活動（環境活動事例集）

として公表してきましたが、2022 年（令和４年）版では、それらを体系的にとりまとめました。 

 

 

（参考）環境基本計画の進行管理の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 東広島市環境基本計画の理念（東広島市環境基本条例 第３条） 

１ 環境の保全及び創出は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、及び人類の存続の基盤であ

る環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

 

2 環境の保全及び創出は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減すること

その他の環境の保全及び創出に関する行動が市、市民及び事業者の公平な役割分担及び協働の下に

自主的かつ積極的に行われることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の

少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨

として行われなければならない。 

 

3 環境の保全及び創出は、生物の多様性の確保に配慮しつつ、自然環境を良好な状態に維持し、及び

向上させることによって、人と自然とが共生できるよう適切に行われなければならない。 

 

4 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確

保する上での課題であることにかんがみ、すべての日常生活及び事業活動において着実に推進され

なければならない。 

全
体
評
価 

提
言 

東

広

島

市

環

境

審

議

会 

取組みの点検・自己評価 

〔市の取組み〕 

環境基本計画推進会議 

（市役所内の各部署） 

〔市民・事業者の取組み〕 

エコネットひがしひろしま 

（市民・団体・事業者） 

報
告 

取組みへの反映と報告 

意
見 

市民等による 

チェック 

市 民 

事業者 

年次報告書 

「東広島市の環境」 

の取りまとめ・公表 
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第２節 環境白書の構成 

 

 2022 年（令和４年）版は、第１次東広島市環境基本計画に示した３つの望ましい環境像と、それ

ぞれの取組みの柱ごとに総括評価を取りまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東広島市の環境（環境白書）≪環境に関する年次報告≫ 2022 年（令和４年）版の構成 

第１部 

 

総説 

◆東広島市環境基本計画や東広島市の環境（環境白書）に関する基本的

事項をまとめています。 

◆本市の環境を取り巻く情勢についてまとめています。 

   

第２部 

 
第１次東広島市環境基本計画に
おける市の取組み 

◆取組みの方向性：１次計画で示した方向性を示しています。 

◆社 会 的 動 向 ：平成 24 年度から令和３年度までの環境問題に

かかる社会的動向をまとめています。 

◆市の取組みの概要：平成 24 年度から令和３年度までの市の取組み

をまとめています。 

◆目標の達成状況：目標の現状値や、達成状況を示しています。 

◆２次計画における方向性：上記を踏まえた方向性を示しています。 
   

第３部 

 
第１次東広島市環境基本計画に
おける市民・事業者の活動事例 

◆平成24年度から令和３年度までの市民・事業者の活動事例を、「東

広島市の環境活動（環境活動事例集）をもとに概要をまとめています。 

 ※詳細は、ホームページに掲載している各年度の環境活動事例集で 

  確認することができます。 

   

第４部 

 

資料編 

◆環 境 デ ー タ ：本市に関する各種環境データを取りまとめてい

ます。掲載しきれなかったデータは、順次、市

のオープンデータサイトに掲載する予定です。 

◆環境基準・規制基準：大気、水質、土壌、騒音・振動および悪臭に関

係する基準をまとめています。 
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第２章 環境を取り巻く情勢 

第１節 環境問題にかかわる近年の社会的動向 

 

 第１次東広島市環境基本計画の計画期間（平成 24 年度から令和３年度まで）の環境問題に関わる

主な社会的動向をまとめました。 

 

□持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成に向けた取組み 

 平成 27 年（2015 年）の国連総会で採択された持続可

能な開発のためのアジェンダで 17 のゴールと 169 のター

ゲットが設定されました。 

 本市においては、令和 2 年(2020 年）7 月 17 日付で内

閣府が実施する「令和 2 年度 SDGｓ未来都市」に選定され

ました。 

 

 

 

□脱炭素社会の形成（気候変動対策） 

 令和 3 年 4 月 22 日に気候変動サミットで、日本の令和

12 年（2030 年）の温室効果ガス削減目標を平成 25 年度

（2013 年度）比 46%削減を目指すと表明しました。さら

に、2050 年までの脱炭素実現社会を明記した改正地球温

暖化対策推進法が成立しました。 

 

 

□海洋プラスチックごみ問題 

海洋プラスチックごみによる海洋汚染が地球規模で広が

っており、生態系を含めた海洋環境の悪化など様々な問題

を引き起こしています。令和元年（2019 年）に開催され

た G20 大阪サミットにおいて、令和 32 年(2050 年）ま

でに追加的海洋プラスチックによる汚染をゼロにするビジ

ョンが採択されました。 

  

□AI/IoT 等のデジタル技術の発達 

ICT(情報通信技術）の進化に伴い、IoT(モノのインター

ネット）の普及やビックデータの蓄積が進んでいます。本

市では、第５次総合計画で AI(人工知能）やビックデータな

どを活用し、未来の暮らしを先行実現する「まるごと未来

都市」の形成を位置付けています。 

 

  

 

引用：SDGｓ未来都市ひがしひろしま 
https://hh-sdgs.jp/gaiyou/ 

令和 3年版科学技術・イノベーション白書より 
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第２章 環境を取り巻く情勢 

第２節 東広島市の環境の現状 

 

 生活との関わりが深い自然 

土地利用の面からみると、森林、農地、河川等を含む自然的利用が 77％を

占めており、里地里山や田園など、林業や農業の場として、人の生活との関わ

りが深い環境が主体となっています。 

 多様な生き物を育む自然 

河川や数多くのため池は、国の特別天然記念物であるオオサンショウウオを

はじめ多様な生物の生息・生育場所として役割を果たしています。特に 4,000

カ所以上あるため池は水辺の貴重な生き物の宝庫となっています。 

 歴史的な町並み 

市内には、明治・大正期に建てられた町家や寺社など、当時の面影を今に伝

える歴史的な景観が残されています。このうち、西条の日本酒醸造関連遺産は

経済産業省の近代化産業遺産に認定されています。 

 水が生まれるまち 

本市には、複数の市町を流れる６つの水系と、独立した安芸津町の４つの水

系があります。本市を流れる河川は、これら水系の源流域にあたり、「水が生

まれるまち」ということができます。 

 きれいな空気と静かな環境 

本市の大気環境は、光化学オキシダントを除き、全ての項目において良好な

環境を維持しています。騒音に関する環境は、環境基準を概ね達成しており良

好な環境が保たれています。 

 より一層の削減が求められるごみの排出量 

市民一人１日当たりのごみの排出量は令和元（2019）年度に 961ｇとな

りましたが、全国平均（918ｇ）や広島県平均（899ｇ）と比べると依然と

して多く、一層の削減が求められます。 

 二酸化炭素排出量の削減 

本市の温室効果ガスの約 8 割がエネルギー起源の二酸化炭素です。二酸化炭素

排出量が最も多いのは産業部門で市全体の 3 分の１を占めています。今後も人口

増加が見込まれており、家庭でのエネルギー削減も重要になります。 

 大学との連携 

本市には、広島大学、近畿大学工学部、広島国際大学及びエリザベト音楽大学が立

地しています。広島大学とは市の行政資源と大学の教育・研究資源を融合し、持続可

能なまちづくりを行う「Town Gown 構想」の実現に向け取り組んでいます。 

  



第１部 総説 

第２章 環境を取り巻く情勢 

 

7 

第１部第２章 環境を取り巻く情勢 

第３節 「ゼロカーボンシティひがしひろしま」の実現に向けて 

 

■地球温暖化対策に関する近年の動向とゼロカーボンシティひがしひろしま 
 

地球温暖化は、予想される影響の大きさや深刻さから見て、現代の最も重要な環境問題の一つとさ

れています。平成 27 年の COP２１では、21 世紀後半には温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す「パ

リ協定」が採択され、地球規模の気候変動に対する国際的な枠組みが成立しました。国内では、令和

2 年 10 月に首相が所信表明演説において、国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする、「2050 年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しています。 

また、令和 3 年 10 月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、温室効果ガス排出量の 2030

年度（令和 12 年）時点での削減目標を、2013 年度（平成 25 年度）比 46%に引き上げるなど、

脱炭素社会の形成に向けた取組みが、国の内外を問わず加速化しています。 

 本市はこれまで、「東広島市環境基本計画」等の各種計画に基づき、

市内の豊かな自然環境の保全と活用を図りつつ、地球規模の環境問題等

に対応できる次世代環境都市の構築に取り組んできました。こうした

中、令和 4 年 3 月 7 日に「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」を表明

し、2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指して、市民・事

業者と協働して取り組むことを宣言しました。右のロゴマークはこの宣

言の象徴となるもので、ロゴを形成する 5 つのパズルピースは、産業・

学術・金融・官公庁と市民を表し、市全体でカーボン（C）をゼロ（0）

にする脱炭素社会を目指す姿勢を表現しています。 

■温室効果ガス排出量に関わる東広島市の現況 
 

 本市における温室効果ガス排出量1は、平成 30 年度時点で 2,489 千ｔとなっており、平成 25 年

度の 2,258 千 t から増加傾向にあります。そのうち 897 千 t を産業部門が占めており、産業部門の

脱炭素化が大きな課題となっています。また、家庭部門が占める割合は、360 千 t と大きくはないも

のの、本市の人口は平成 17 年以降一貫して増加傾向にあり、今後も増加する見込みとなっています。

特に広島市の郊外という地域特性から持ち家世帯が増加しており、世帯単位でのエネルギー消費量へ

の影響が大きくなっているため、家庭における創エネ・省エネへの取組みが求められています。 

 一方で、本市の再生可能エネルギーの導入容量2は、令和 2 年度時点で 246,892kW と県内自治

体中最大規模となっており、99%以上を太陽光発電由来のものが占めています。そのうち、住宅用

を含む 10kW 未満の太陽光発電施設分は 38,442kW と、県内第３位の導入容量となっており、市

民レベルでの太陽光発電設備導入が進んでいることが分かります。しかし「ゼロカーボシティひがし

ひろしま」の実現には、一層の温室効果ガス排出量の削減と、再生可能エネルギーの導入が必要です。 

こうした状況を踏まえ、現在本市では、平成 30 年度に策定した「東広島市地球温暖化対策実行計

画」の見直しを進めており、脱炭素化に向けたより有効な施策を行うため、令和 5 年度中の改定に向

けて準備を進めています。 

                                                   

1 「東広島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」による。数値は全てＣＯ２換算したもの。 
2 環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」による。 
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■ゼロカーボンシティ実現に向けた市の取組み 
 

（１）公共施設への省エネ・再エネ設備の導入  

 公共施設への再エネ設備の導入は、市域の脱炭素化に有効なだけではありません。公共施設は、災

害時の防災拠点や避難施設としての機能も備えているため、設備導入により停電時にも自立稼働でき

る施設とすることで、地域全体の災害対応力の強化につながります。 

令和２年２月、本市は地元企業等との共同出資により、地域新電力会社「東広島スマートエネルギ

ー株式会社」を設立し、公共施設に低炭素な電力を供給することで脱炭素化を図るとともに、ESCO

事業3による公共施設への省エネ設備の導入を進めています。令和 4 年度末時点で、中学校や庁舎な

ど、計 3 か所の施設に太陽光発電設備や高効率空調の設置などを実施しており、施設の省エネ・再エ

ネ導入により災害対応力の強化を図っています。今後、ESCO 事業を計画的に実施することで、市内

公共施設の脱炭素化を順次進めていく予定です。 

また、令和 4 年 7 月には、本市は市役所本庁舎を初めとする 5 つの市有施設を対象に、照明を蛍

光灯から LED に交換し、施設の省エネ化を図りました。削減効果は照明機器電力使用量の約 6 割を

見込んでいます。 

  

（２）市内の脱炭素化への取組み支援 

 脱炭素化は、産業や経済活動だけでなく、日々の暮らしやライフスタイルに至るまで、あらゆる分

野でのＣＯ２の削減が求められます。本市では、市民・事業者の省エネ・再エネ導入を支援するため、

様々な取組みを行っています。 

 まず、家庭部門への支援として、住宅用太陽光発電設備等の設置に対する補助制度が挙げられます。

平成 21 年の制度開始以来、令和 3 年度時点で 3,352 件の太陽光発電設備、747 件の蓄電池の導

入実績があり、令和 4 年度末現在は「スマートハウス化支援補助金」の名称で、蓄電池や V2H4の設

置に対し、定額の補助金の交付を行っています。 

 また、市内事業者向けには、令和 3 年度に「スマートオフィス・スマートファクトリー化相談支援

事業」を新たに開始しました。これは、事務所や工場に省エネ設備の導入を検討する事業者に対し、 

現状の省エネ診断調査から、調査結果に基づく改善メニューや活用できる補助制度の提案、更にその後

の補助申請業務の代行に至るまでサポートするものです。令和 3 年度は 21 件の相談がありましたが、

昨今の燃料価格の高騰等により、今後相談件数の増加が見込まれるため、引き続き実施していきます。 

 その他、市内の新たな環境価値の創出として、国の J-クレジット制度を活用した「カーボン・ク

レジット」の創出を進めています。これは、市内の森林等によるＣＯ２排出削減・吸収増加量を売買

できるものです。クレジットを購入することで、排出削減が難しい業種でも削減目標を達成すること

が可能となるほか、既存の環境資源の活用により新たな経済的価値を生み出すことができます。 

 来たる脱炭素社会は、環境への負荷を減らしつつも、健全な経済活動による持続的な発展ができる

社会でなければなりません。豊かな自然と住み良い都市環境が調和した良好な環境を、守り・育み、

後世に継承できるよう、市・市民・事業者が一体となって取り組むことが求められています。 

 

                                                   

3 Energy Service Company 事業の略。省エネルギー改修等により、減価償却費用等のコスト削減を行う事業。 
4 Vehicle to home の略。電気自動車と家庭をつないで、双方の電力融通を可能とする充給電設備のこと。 


